
 

物件番号１０－１ 岸和田天神山住宅 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じ

ること。 

自動販売機周辺は定期的に清掃し、ゴミが散乱しない

ようにすること。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議するこ

と。 



 

物件番号１０－２ 岸和田天神山住宅 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じること。 

自動販売機周辺は定期的に清掃し、ゴミが散乱しないように

すること。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議すること。 



 

物件番号１１ 貝塚久保住宅 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じること。 

自動販売機周辺は定期的に清掃し、ゴミが散乱しないようにす

ること。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議すること。 



 

物件番号１２ 貝塚三ツ松第２住宅 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じること。 

自動販売機周辺は定期的に清掃し、ゴミが散乱しないようにす

ること。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議すること。 



 

物件番号１３ 東鳥取石田住宅 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講

じること。 

自動販売機周辺は定期的に清掃し、ゴミが散乱しな

いようにすること。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議する

こと。 

給水塔 


